
【緊急連絡先】 

【利用規約 (フィッシングボート)】 
1. 当施設利用について 

・当施設の営業時間は 9：00～17：00 となっております ・火曜日は定休日です 

  ・リピーターの方に限り営業時間前の利用を許可しておりますが、エンジンや作業等における騒音で近所の方にご迷惑がないようご配慮お願いします 

  ・指定駐車場にて駐車をお願いします 

・当施設(前面道路含む)内は全て 8 ㎞以下の徐行運転でお願いします 

  ・施設内の備品、設備品を破損した場合当社の判断により修理代を全額請求させて頂きます 

  ・駐車場、スロープ含む全ての施設内、海上で起きた事故や盗難やお客様同士その他トラブルについては一切の責任を負いません 

  ・他お客様、近所の方に迷惑となる行為、当施設利用規約に反した際は今後の利用を一切お断りします 

   

2. 出航、帰航について 

・マリーナの南側口野赤灯台から沼津マリーナを結ぶ湾内は(8 ㎞以下)徐行エリア厳守になります 

・飲酒運転及び飲酒していると知りつつその船舶に乗せない、乗らないでください 

・お連れ様含め海に出られる方全員に出向前までに携帯電話に当施設緊急連絡先の登録をお願い致します 

・帰航時間 16：00 を厳守でお願いします。帰航時間が遅れる場合には必ずご連絡下さい 

・緊急時、捜索出動が必要な場合には別途費用頂いております 

・出航前に①こちらの利用規約書に署名/②出航届に必要事項の記入のうえ提出お願い致します 

・出航届に記載した帰航予定時間を過ぎて連絡が取れない場合は当社の判断により捜索活動を行います。捜索費用は出航者負担となります 

・出航時にライフジャケットの着用をお願いしております。また、安全の為胴⾧の着用は禁止させて頂いております 

・出航時間は天気予報が示す「日の出時間」を過ぎてからお願い致します。※スロープカメラで確認させて頂いております 

・出航前には「天気、波、風」の情報を必ず確認し、無理のない判断で出航をお願いします 

 ※当施設周辺の海峡は南西の風の影響を強く受けやすくなっております。 

  ・出航届に記載している侵入禁止区域、徐行エリアのご確認のうえ厳守をお願いしております 

  ・船舶免許証必要艇で出航する際は｢船舶免許証｣｢船舶検査証書｣｢船舶検査手帳｣の有効期限を確認   

のうえ船艇に積んで下さい 

※規約違反が認められた場合、施設の利用を今後一切お断りさせて頂きます。 

 

 

責任者：           利用規約確認者：              【スタッフ記入】帰航時刻    年   月   日   時   分 

私は必ず上記規約に従うことを誓約致します。 

          年  月  日 

 

署名：                     

マリーナ記入欄 


